
 
 

 

 

 

「インターネット願書受付システムの 

アウトソーシングサービス」に係る一般競争入札 

（最低価格落札方式） 
 

入 札 説 明 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年5月7日 

 

 

 



 

 

 

目 次 

 

Ⅰ．入札説明書 ................................................................................................................................... 1 

Ⅱ．契約書（案） ................................................................................................................................ 6 

Ⅲ．仕様書 ......................................................................................................................................... 18 

Ⅳ．その他関連資料 .......................................................................................................................... 36 

 



1 

Ⅰ．入札説明書 

 

独立行政法人情報処理推進機構（以下「機構」という。）の入札公告（2021年 5月 7日付公告）に基づく入札

については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。 

 

記 

 

１．競争入札に付する事項 

(1) 件名 

インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービス 

(2) 調達役務の内容等 

  仕様書記載のとおり。 

(3) 履行期限 

  仕様書記載のとおり。 

(4) 入札方法 

  落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、 

①入札に参加を希望する者（以下「入札者」という。）は「７．(3)提出書類」に記載の提出書類を提出す

ること。 

②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見

積もることとする。 

なお、入札金額は、総価とする。総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。 

③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とする

ので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の

100に相当する金額を記入すること。 

④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 

 

２．競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年

者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由

がある場合に該当する。 

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 

(3) 令和1・2・3年度（平成31・32・33年度）競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」

で、「Ａ」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 

(4) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者（理事長が特に認める場合を含

む。）であること。 

(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるも

のであること。 

 

３．入札者の義務 

(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 

(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、

開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければ

ならない。 

 

４．入札説明会の日時及び場所 

  入札説明会は実施しない。 

 

５．入札に関する質問の受付等 
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(1) 質問の方法 

質問書（様式1）に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 

(2) 受付期間 

2021年5月10日（月）から 2021年6月4日（金） 17時00分まで 

(3) 担当部署 

17.(4)のとおり 

 

６．ソフトウエアのバージョン情報の閲覧及び貸与について 

「インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービス」に係る稼働環境のソフトウエアのバー

ジョン情報の閲覧及び貸与を希望する者は、当機構の17.(4)の担当部署まで電子メールにより申し込むこ

と。「インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービス」に係る稼働環境のソフトウエアの

バージョン情報については、本入札のみに利用すること、かつ、利用後はただちに責任をもって返却する

ことを条件に貸与する。 

貸与の際には、身分を証明するものを提示し、（様式6）データ受領に係る誓約書（代表者印を押したも

の）を提出すること。 

  

７．入札書等の提出方法及び提出期限等 

(1) 受付期間 

2021年6月14日（月）から 2021年6月16日（水） 

  持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日（祝祭日は除く）の 10時 00分から 17時 00分（12時 30分

～13時30分の間は除く）とし、郵送の場合は必着とする。 

(2) 提出期限 

2021年6月16日(水) 17時00分必着 

上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 

(3) 提出書類 

次の書類を持参又は郵送にて提出すること。 

No. 提出書類 部数 

① 委任状（代理人に委任する場合） 様式2 1通 

② 入札書（封緘） 様式3 1通 

③ 

令和1・2・3年度（平成31・32・33年度）競争参加

資格（全省庁統一資格）における資格審査結果通知書

の写し 

－ 1通 

④ 適合証明書（別添資料がある場合は、添付すること） 様式4 1通 

⑤ 入札書等受理票 様式5 1通 

 

 (4) 提出方法 

①入札書等提出書類を持参により提出する場合 

 入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名（法人の場合は商号又は名称）、宛先（17.（3）の担当者名）を

記載するとともに「インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービス 一般競争入札に係る

入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名（法人の場合は

その商号又は名称）、宛先（17．（3）の担当者名）を記載し、かつ、「インターネット願書受付システムの

アウトソーシングサービス 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。 

②入札書等を郵便等（書留）により提出する場合 

 二重封筒とし、表封筒に「インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービス 一般競争入

札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 

 (5) 提出先 

17.(3)のとおり 

    ※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。 

 

８．開札の日時及び場所 
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(1) 開札日時 

2021年6月18日(金) 11時00分 

(2) 開札の場所 

東京都文京区本駒込2－28－8 文京グリーンコートセンターオフィス 13階 

独立行政法人情報処理推進機構 会議室C 

 

９．入札保証金及び契約保証金 

全額免除 

 

10．支払いの条件 

納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする。 

 

11．契約者の役職及び氏名 

独立行政法人情報処理推進機構 理事長 富田 達夫 

 

12．契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 

13．入札の無効 

競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違

反した入札は無効とする。 

 

14．落札者の決定方法 

機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の

内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をも

って入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

 

15．契約書作成の要否 

  要 

 

16．契約条項 

契約書（案）による。 

  

17．その他 

(1) 入札情報の開示 

契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表（注）するものとする。 

(2) 入札内訳書の提出 

落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。 

(3) 入札行為に関する照会先 

独立行政法人情報処理推進機構 財務部契約・管財グループ 担当：中島、白瀬 

電話番号：03－5978－7502 

電子メール：fa-bid-kt@ipa.go.jp  

(4) 仕様書に関する照会先 

〒113-6591 

東京都文京区本駒込2-28-8  文京グリーンコートセンターオフィス15階 

独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成センター国家資格・試験部管理グループ 担当：中村、松田 

電話番号：03－5978－7608 

電子メール：jitec-nyusatsu-sys@ipa.go.jp 
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以上 
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（注）独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成 22年 12月 7日閣議決定）に基づく契約に

係る情報の公表について 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年

12月 7日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法

人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとさ

れているところです。 

 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することと

しますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締

結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 

 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきます

ので、ご了知願います。 

 

(1) 公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

① 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の

職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること 

② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3分の 1以上を占めていること 

※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 

 

(2) 公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先

の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 

① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び当機構におけ

る最終職名 

② 当機構との間の取引高 

③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当す

る旨 

3分の 1以上 2分の 1未満、2分の 1以上 3分の 2未満又は 3分の 2以上 

④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 

 

(3) 当方に提供していただく情報 

① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構における

最終職名等） 

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

 

(4) 公表日 

契約締結日の翌日から起算して原則として 72日以内（4月に締結した契約については原則として

93日以内） 

 

(5) 実施時期  

   平成 23年 7月 1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成 23年 7月 1日

以降に契約を締結した随意契約について適用します。 

 

なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただ

けない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願いま

す。 
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Ⅱ．契約書（案） 

○○○○情財第○○号 

 契 約 書 

 

 独立行政法人情報処理推進機構（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）とは、

次の条項により「インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービス」に関する請負契約

を締結する。 

 

（契約の目的） 

第 1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書記載の「請負業務」

（以下、「請負業務」という。）の完遂を乙に注文し、乙は本契約に従って誠実に請負業務を完遂す

ることを請け負う。 

2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わら

ず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成される

ことを、確認し了解する。 

 

（再請負の制限） 

第 2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 

2 乙は、請負業務の一部を第三者（以下「再請負先」という。）に請負わせようとするときは、事前

に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なけれ

ばならない。 

3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の

行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 

 

（責任者の選任）  

第 3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者（乙の正規従業員に限る。）を選任して甲に

届け出る。 

2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に

応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 

3 乙は、第 1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 

 

（納入物件及び納入期限） 

第 4条 乙は、別紙１に定める報告書等（以下「納入物件」という。）を同紙に定める期限（以下

「納入期限」という。）までに甲に納入する。 

 

（契約金額） 

第 5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、○○，○○○，○○○円（うち消費税

及び地方消費税○，○○○，○○○円）とする。なお、支払金額は別紙１に定める。 

 

（権利義務の譲渡） 

第 6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 
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（実地調査） 

第 7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業

務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことが

できる。 

2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 

 

（検査） 

第 8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から 10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基

づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書

面によって遅滞なく乙に通知する。 

2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項

所定の検査に合格したものとみなす。 

3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 

4 第 1項及び第 2項の規定は、第 1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正

等を行い甲に再納入する場合に準用する。 

 

（契約不適合責任） 

第 9条 甲は、請負業務完了の日から 1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数

量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実（以下「契約不適合」という。）を発見したとき

は、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品

との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。但し、発見後合理的

期間内に乙に通知することを条件とする。 

2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する

費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。

この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 

3 第 1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、ま

たはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、第 1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求す

ることができる。 

一 修補等が不能であるとき。 

二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなけれ

ば契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過した

とき。 

四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第１項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないこ

とが明らかであるとき。 

4 第１項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、

前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 

5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠

償を、別途乙に請求することができる。 

6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。                

 

（対価の支払及び遅延利息） 

第 10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日ま

でに契約金額を支払う。なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 
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2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、

財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告

示第 991号）)によって、遅延利息を支払うものとする。  

3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされ

ないことを確認し了解する。 

 

（遅延損害金） 

第 11条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納

入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分

の 1に相当する額を徴収することができる。 

2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数

に対して適用するものとする。 

 

（契約の変更） 

第 12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契

約を変更することができる。 

一 仕様書その他契約条件の変更（乙に帰責事由ある場合を除く。）。 

二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 

三 税法その他法令の制定又は改廃。 

四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 

2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・

内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。なお、本契約の各条項のうち変更の合意が

ない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 

 

（契約の解除等） 

第 13条 甲は、第 9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部

又は一部を解除することができる。但し、第 4号乃至第 6号の場合は催告を要しない。 

一 乙が本契約条項に違反したとき。 

二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履

行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 

三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があっ

たとき。 

四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が

著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 

五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと

認められるとき。 

六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 

2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定め

て、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 

3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1項にかか

わらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 

4 甲は、第 1項第 1号乃至第 4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契

約金額の 100分の 10に相当する金額（その金額に 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨

てる。）を乙に請求することができる。 

5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がそ
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の超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 

  

（損害賠償） 

第 14 条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損

害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除

き、第 5条所定の契約金額を超えないものとする。 

2 第 11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。  

 

（違約金及び損害賠償金の遅延利息） 

第 15条 乙が、第 13条第 4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないと

きは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3パーセントの割合で

計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 

 

（秘密保持及び個人情報） 

第 16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、ま

た本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的

見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 

2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下

に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等（以下「情報セキュリティを確保する

ための体制等」という。）について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただ

し、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た

上で提出したときは、この限りでない。また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティ

を確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加え

て、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 

なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し

対策を講ずること。 

3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報（紙媒体及び電子媒体）について、甲の許可なく

当機構外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去さ

れていることを甲が確認できる方法で証明すること。 

4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する

情報（紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。）を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消

去すること。その際、甲の確認を必ず受けること。 

5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容に

ついて、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限

りではない。 

6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方

法について甲に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認

知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その

指示に従うこと。 

7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策

のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 

8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事

項への対応を行うこと。 

9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場

所、本契約の全ての従事者の所属、専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）、実績及び
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国籍に関する情報を甲に提示すること。なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、

事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 

10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 

11 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 

 

（知的財産権） 

第 17条 請負業務の履行過程で生じた著作権（著作権法第 27条及び第 28条に定める権利を含

む。）、発明（考案及び意匠の創作を含む。）及びノウハウを含む産業財産権（特許その他産業財産

権を受ける権利を含む。）（以下「知的財産権」という。）は、乙又は国内外の第三者が従前から保

有していた知的財産権を除き、第 8条第 3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に

自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力する

ものとする。 

2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定す

る移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権

を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が

含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講

じておくものとする。なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。 

3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著

作権法第 28条の権利その他“原作品の著作者／権利者”の地位に基づく権利主張は行わないもの

とする。 

 

（知的財産権の紛争解決） 

第 18条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権（公告、公開中の

ものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れ

がある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な

事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。 

2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合（私的交渉、仲裁を

含み、法的訴訟に限らない。）、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に

対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。 

3 第 9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、本条は、本契約終了後も有効

に存続する。 

   

（成果の公表等） 

第 19条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版（以下「公表等」と

いう。）することができる。 

2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。 

3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。 

4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等す

ることができる。この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議して

その了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。 

5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に

「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態

様で表示しなければならない。 

6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 
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（協議） 

第 20条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、

誠意をもって解決する。 

 

（その他） 

第 21条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。 

 

 

特記事項 

 

（談合等の不正行為による契約の解除） 

第 1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 

一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号。

以下「独占禁止法」という。）第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことによ

り、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき 

イ 独占禁止法第 49条に規定する排除措置命令が確定したとき 

ロ 独占禁止法第 62条第 1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき 

ハ 独占禁止法第 7条の 2第 18項又は第 21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったと

き 

二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89条第 1項又は第 95条第 1項第 1号に規定する刑が確定し

たとき 

三 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治 40年

法律第 45号）第 96条の 6又は第 198条に規定する刑が確定したとき 

 

（談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出） 

第 2条 乙は、前条第 1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の

各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 

一 独占禁止法第 61条第 1項の排除措置命令書 

二 独占禁止法第 62条第 1項の課徴金納付命令書 

三 独占禁止法第 7条の 2第 18項又は第 21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書 

 

（談合等の不正行為による損害の賠償） 

第 3条 乙が、本契約に関し、第 1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか

否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、

契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 100 分の 10

に相当する金額（その金額に 100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約

金（損害賠償額の予定）として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の

代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合にお

いて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 

4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合にお

いて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 

5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、

当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3パーセントの割合で計算した金額
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の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 

（暴力団関与の属性要件に基づく契約解除） 

第 4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解

除することができる。 

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であ

るとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく

は営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、

その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第 2条第 6号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係

を有しているとき 

 

（再請負契約等に関する契約解除） 

第 5条 乙は、本契約に関する再請負先等（再請負先（下請が数次にわたるときは、すべての再請負

先を含む。）並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する

場合の当該第三者をいう。以下同じ。）が解除対象者（前条に規定する要件に該当する者をいう。

以下同じ。）であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請

負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 

2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約

を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除

せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除

することができる。 

 

（損害賠償） 

第 6条 甲は、第 4条又は前条第 2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた

損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じ

たときは、その損害を賠償するものとする。 

3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、

かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契約締

結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 100 分の 10 に相当する金額（そ

の金額に 100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金（損害賠償額の予

定）として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の

代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合にお

いて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 

6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合にお

いて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 
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7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、

当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3パーセントの割合で計算した金額

の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第 7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社

会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、

これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲

に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 
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本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保

有する。 

 

 

   20○○年○月○日 

 

甲 東京都文京区本駒込二丁目 28番 8号 

  独立行政法人情報処理推進機構 

  理事長 富田 達夫 

 

 

 

乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号 

   株式会社○○○○○○○ 

   代表取締役 ○○ ○○ 
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（別紙１） 

請負契約書別紙 

 

I.  納入物件、納入期限（第４条）  

（１）納入物件、納入期限 

納入回数 主な作業内容 納入物件 * 納入期限 

第１回 稼働環境構築 
設計書一式 

テスト報告書一式等 
2021年 11月 30日 

第２回 
2022 年度春期試験 受付業務

アウトソーシング 
稼働報告書等 2022年 3月 31日 

第３回 
2022 年度秋期試験 受付業務

アウトソーシング 
稼働報告書等 2022年 9月 30日 

* 詳細は別紙仕様書を参照 

 

（２）納入場所 

東京都文京区本駒込二丁目２８番８号 

独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成センター国家資格・試験部 

（３）納入による費用負担 

乙の負担 

 

Ⅱ. 契約金額（第５条） 

（１）契約金額総額  金○円（うち消費税及び地方消費税○円） 

①第１回納入分について  金○円（うち消費税及び地方消費税○円） 

②第２回納入分について  金○円（うち消費税及び地方消費税○円） 

③第３回納入分について  金○円（うち消費税及び地方消費税○円） 

 

（２）支払期日、及び支払方法 

当機構の検査後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約

金額を支払う 
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（別添） 

個人情報の取扱いに関する特則 

 

（定義） 

第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声によ

り当該個人を識別することのできるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に

照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいい、秘密であるか否か

を問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。 

 

（責任者の選任） 

第 2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。 

2 乙は、第 1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 

 

（個人情報の収集） 

第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」そ

の他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。 

 

（開示・提供の禁止） 

第 4 条 乙は､個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による

承諾なしに、第三者（情報主体を含む）に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制

力ある官署の命令に従う場合を除く。 

2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。 

3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職

後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研

修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。  

 

（目的外使用の禁止） 

第 5条 乙は､個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 

 

（複写等の制限） 

第 6 条 乙は､甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならな

い。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。 

 

（個人情報の管理） 

第 7 条 乙は､個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対

する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安

全対策を講じなければならない。 

2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場

合も同様とする。 

3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査すること

ができる。 

4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。 

5 乙は、業務に関して保管する個人情報（甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む）

について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停
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止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。 

 

（返還等） 

第 8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了（本契約解除の場合を含む）したときは、

個人情報が含まれるすべての物件（これを複写、複製したものを含む。）を直ちに甲に返還し、又

は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能

な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、

これに従うものとする。 

2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう

必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。 

 

（記録） 

第 9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及

び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を

行うものとする。 

2 乙は、前項の記録を業務の終了後 5年間保存しなければならない。 

 

（再請負） 

第 10 条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満た

す再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同

等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、

当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。 

2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担す

る義務を免れない。 

 

（事故） 

第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい

等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を

甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講

じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再

発防止策を書面により甲に提示しなければならない。 

2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害

賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用（弁護士

費用を含むがこれに限定されない）を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の

乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 

3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前

二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。 

 

以上 
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Ⅲ．仕様書 

 

「インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービス」の仕様について次に示す。 

 

ⅰ．システム概要等 

１．システム概要 

 インターネット願書受付システム（以下「受付システム」という。）は、情報処理技術者試験

の願書申請に際し、自宅等から PC 及びインターネット回線を利用して願書申請を行うシステム

であり、2021 年度春期試験受付時では約 8.5 万人の応募者が受付システムから申請を行ってい

る。 

 主な機能としては、受付機能、申込状況確認機能があり、決済方法はクレジットカード、コン

ビニ、ペイジーに対応している。また、IPA で運用している情報処理技術者試験の応募者等を管

理するための情報処理技術者試験システム（以下「試験システム」という。）への受渡しデータ

の作成等も行っている。 

 本調達は、2022年度春期試験受付から 1年間（試験 2回分）のアウトソーシングサービスを調

達するものである。 

 

２．アウトソーシングサービスの範囲 

 本調達におけるアウトソーシングサービスは、「ⅲ．要求仕様 １．アウトソーシングサービス」

に基づく次の範囲となる。 

(1)稼働環境の提供 

 サーバ及びネットワーク機器、インターネット回線、OS等ソフトウェア、IDCハウジング等 

(2)稼働環境の維持 

 ハードウェア保守、ソフトウェア保守、ネットワーク保守、OS等の脆弱性対策等 

(3)業務運用 

 受付システムの運用、障害時対応、決済件数及び受付件数等の確認、試験システムへの受

渡しデータの作成及び確認、IPAからの問合せ対応等 

 

３．アウトソーシングサービス提供期間 

 稼働準備期間、稼働終了作業期間を含め、2022年 9月 30日までとする。 

 

ⅱ．契約について 

１．契約期間及び契約形態 

契約期間は、契約締結日から 2022年 9月 30日までとし、内訳は以下のとおりとする。 

①契約締結日～2021年 11月 30日：稼働環境構築期間 

②2021年 12月 1日～2022年 9月 30日：受付システム運用期間 

 

２．支払対象費用 

(1)アウトソーシングサービスに係る費用 

①受付システムの稼働環境構築に係る費用 

 稼働環境構築に係る一切の費用を含む。（ⅲ．要求仕様 １．アウトソーシングサービス 

１．１．前提条件の(2)に係る費用も含む。） 
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②受付システムアウトソーシングサービス運用に係る費用 

 受付システムの運用に係る一切の費用を含む。 

（ネットワーク機器等のサポート更新、OS サポート更新、ウイルス対策サポート更新、バ

ックアップ媒体、バックアップ媒体の廃棄なども含む） 

 なお、次の費用については、アウトソーシングサービス費用には含まない。 

 ・サーバ証明書費用（サーバ証明書は IPAから提供する） 

 ・回線費用（IPAが NTT東日本と契約しているものを使用する場合に限る） 

 IDC-IPA間、IDC-運用部署間（必要であれば）が該当する。 

 

ⅲ．要求仕様 

１．アウトソーシングサービス 

１．１．前提条件 

 以下の条件を前提として、受付システムアウトソーシングサービスを提供すること。 

(1)受付システム用の受付ソフトウェア※ 

 現行の受付ソフトウェアを用いること。 

（※富士通 Japan株式会社が IPA向けに開発した受付用ソフトウェア。主な機能としては、

受付機能、申込状況確認機能があり、決済方法はクレジットカード、コンビニ、ペイジーに

対応している。また、試験システムへの受渡しデータの作成等も行っている。） 

(2)受付ソフトウェアの稼働 OS 

 現行の OSを原則使用すること。 

現行の稼働環境の構成は以下のとおり。 

①公開サーバ(仮想) 

 •WWWサーバ(12台) 

 •DNS,Mail,決済サーバ(3台) 

②管理サーバ(仮想) 

 •管理 WWWサーバ(1台) 

 •ログ管理サーバ(1台) 

 •システム監視サーバ(1台) 

 •Perfectサーバ(１台) 

 ※入金管理に使用 

③DBサーバ(物理) 

 •DBサーバ(2台) 

④仮想管理サーバ(物理) 

 •仮想管理サーバ(１台) 

 •管理・DB用ストレージ (1台) 

 •公開サーバ用ストレージ(1台) 

⑤開発サーバ(物理) 

 •Webサーバ(1台) 

 •メンテナンスサーバ(2台)  

 なお、OS のバージョンアップにより、検証作業または受付ソフトウェアに改修が必要な

ときは、請負者が実施すること。また、必要に応じて開発元事業者と連携すること。検証作

業または改修に係る費用は、稼働環境構築時に行うときは稼働環境構築に係る費用に、アウ

トソーシングサービス期間中に行うときはアウトソーシングサービスに係る費用に含めるこ

と。 

 また、アウトソーシングサービス契約期間中に、Linux のバージョンアップ作業を予定す
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るときは、作業に係る費用はアウトソーシングサービス費用に含めること。 

(3)現行稼働環境構成概要図 

 

  



21 

 

(4)現行稼働環境ハードウェア・ソフトウェア一覧 

 

本番環境用(DC設置） ハードウェア一覧
No 用途 品名 型名 数量

1

DBサーバ
（本番）

SPARC M10-1本体処理装置 SPMAKCA1EF 2

2 32GBメモリモジュール SPMA2AA1F 2

3 600GB SASディスクドライブ（10,000rpm） SPME3A11F 4

4 シングルチャネル8Gbpsファイバーチャネルカード SE0X7F31F 4

5 Quad Port Gigabit Ethernetカード（UTP） SP1X7GQ2F 2

6 電源ケーブル（100V用 NEMA5-15P 3m） SP0X61A03F 4

7 LTO5テープドライブ SE0X9LT2F 1

8 LTO5増設テープドライブ SE0X9LT92F 1

9 SASケーブル（miniSAS-miniSAS） CBL-SASM03 2

10 スーパーマルチドライブユニット FMV-NSM54 2

11

公開サーバ
仮想用
ストレージ
装置

ETERNUS DX100 S3（2.5インチ用） ET103A 1

12 コントローラーモジュール（8Gbit/s FC 2ポート DX100 S3用） ETFCF2A 1

13 増設ポート（8Gbit/Sfc 2ポート→4ポート DX100 S3用） ETFHFX 1

14 300GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブx1 ETFDA3 20

15 AC100V電源ケーブル（NEMA 5－15 3m） ETFKF30 2

16 マルチモードファイバチャネルケーブル（5m） CBL-MLLC05 4

17

内部サーバ
仮想用・
DB用
ストレージ
装置

ETERNUS DX100 S3（2.5インチ用） ET103A 1

18 コントローラーモジュール（8Gbit/s FC 2ポート DX100 S3用） ETFCF2A 1

19 ３００ＧＢ／１５ｋｒｐｍ　２．５インチ　ＳＡＳディスクドライブ　ｘ１ ETFDA3 15

20 １ＴＢ／７．２ｋｒｐｍ　２．５インチニアラインＳＡＳディスクドライブ×１ ETFNA1 6

21 AC100V電源ケーブル（NEMA 5－15 3m） ETFKF30 2

22 マルチモードファイバチャネルケーブル（5m） CBL-MLLC05 14

23 ETERNUS SN200 モデル140ファイバチャネルスイッチ 8ポート 8Gbps対応 SN2F14B 2

24 ETERNUS マルチパスドライバ for Entry Model3（Solaris版） B0113Q3H0 2

25 ETERNUS SF SC／ACM 16 メディアパック（Solaris版） B0113UGB0 1

26 ETERNUS SF AdvancedCopy Manager Standard Edition ライセンスパック 16 TIER 1 D0180BG81 1

27 ETERNUS SF Storage Cruiser Standard Edition 16 Tier1 D01813G81 1

28

ESXi #1・
#2*2

PRIMERGY RX2530 M2 ラックベースユニット（2.5インチ×4） PYR2532R2N 2

29 VMware vSphere Hypervisor用 USB Flashモジュール（8GB） PY-UFVM2 2

30 Xeon プロセッサー E5-2650v4 (2.20GHz/12コア/30MB)×1 PYBCP49XF 4

31 CPU搭載キット（2CPU目） PYBTKCP01 2

32 メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM×1) PYBME08SC 16

33 内蔵DVD-ROMユニット PYBDV121 2

34 ファイバーチャネルカード（8Gbps） PYBFC201L 4

35 Quad port LANカード（1000BASE-T） PYBLA264L 2

36 ポート拡張オプション（1000BASE-T×4） PYBLA304U 2

37 電源ユニット（800W） PYBPU806 4

38 電源ケーブル（AC100v対応/3m） PYBCBP102 4

39 ServerView Suite DVD（Tools）&ドキュメント PYBSVT3 1

40 ラックレールキット PYBRRS2 2

41

ESXi #3・
#4*2

PRIMERGY RX2530 M2 ラックベースユニット（2.5インチ×4） PYR2532R2N 2

42 VMware vSphere Hypervisor用 USB Flashモジュール（8GB） PY-UFVM2 2

43 Xeon プロセッサー E5-2620v4 (2.10GHz/8コア/20MB)×1 PYBCP49XC 4

44 ＣＰＵ搭載キット（２ＣＰＵ目） PYBTKCP01 2

45 メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM×1) PYBME08SC 10

46 内蔵DVD-ROMユニット PYBDV121 2

47 ファイバーチャネルカード（8Gbps） PYBFC201L 4

48 Quad port LANカード（1000BASE-T） PYBLA264L 2

49 ポート拡張オプション（1000BASE-T×4） PYBLA304U 2

50 電源ユニット（800W） PYBPU806 4

51 電源ケーブル（AC100V対応／3m） PYBCBP102 4

52 ラックレールキット PYBRRS2 2
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53

vCenter
サーバ*1

PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1) PYR1332R2M 1

54 ＶＭｗａｒｅ　ｖＣｅｎｔｅｒ　Ｓｅｒｖｅｒ　６　Ｓｔａｎｄａｒｄ，　１年間２４時間サポートバンドル PYBVLC6SA1 1

55 Xeon プロセッサー E3-1220v5 (3GHz/4コア/8MB)×1 PYBCP48ET 1

56 メモリ-8GB(8GB 2133 UDIMM×1) PYBME08UD 4

57 RAID設定サービス（RAID1＋0） PYBAS10 1

58 SASアレイコントローラカード PYBSR3C41 1

59 内蔵DVD-RAMユニット PYBDR121 1

60 SASコントローラカード PYBSC3FEL 1

61 SASケーブル（3m） PY-CBS015 1

62 電源ユニット（450W） PYBPU453 1

63 電源ケーブル（AC100V対応／3m） PYBCBP102 2

64 ラックレールキット PYBRRS2 1

65

コンソール

アナログKVMスイッチ（8ポート） PY-KVFA08 1

66 KVMケーブル（USB、5m） PY-CBKCU03 6

67 17インチ　ラック・コンソール（RC25） PY-R1DP1 1

68 電源ケーブル（AC100v対応／3m） PY-CBP102 2

69 ツイストペアケーブル5m TPALB005M 3

70 ラック・コンソール格納キット PY-RC08 1

71
バックアップ
装置

PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット（SAS） PY-B051A 1

72 内蔵LTO6ユニット PYBLT611 1

73 電源ケーブル（AC100V対応／3m） PYBCBP102 1

74

PC*3

LIFEBOOK A574／M FMVA1000B 3

75 メモリ変更2GB→8GB（4GBx2/DDR3L SDRAM） FMCMEM051 3

76 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 FMCBAY03X 3

77

NW

IPCOM EX2300 SC IX23SC20 2

78 ハードディスクユニット IX101HD1 2

79 IPCOM EX2300 LB IX23LB20 2

80 暗号カードA2 IX231CP1 2

81 SSLアクセラレーターオプション IX202SL1 2

82 WAFオプション IX202WF1 2

83 1000BASE-Tインターフェースカード IX231GT2 2

84 IPCOM EX1100 SC IX11SC20 1

85 ラックマウントキット IX119RM1 1

86 ハードディスクユニット IX101HD1 1

87 IPCOM EX1100 SC IX11SC20 2

88 ラックマウントキット IX119RM1 2

89 ハードディスクユニット IX101HD1 2

90 SR-S324TL2 プレインストールモデルV14 SJ324TL214 2

91 SR-S324TL2 プレインストールモデルV14 SJ324TL214 2

92 SR-S310TL2 プレインストールモデルV14 SJ310TL214 2

93 SR-S310TL2 プレインストールモデルV14 SJ310TL214 2

94 Si-R130B V4プレインストールモデル SIR130BV4 3

95 Si-R G100 プレインストールモデルV2 SIG100V2 1

96 Catalyst 3650-24TS 本体 IP Base LCS36T2SS1 2

本番環境用（DC設置）　ソフトウェア一覧
No 用途 品名 型名 数量

1

DBサーバ
（本番）

Oracle　Solaris　11.3　メディアパック B23R72DH0 1

2 PRIMECLUSTER/メディア　4.3 B23R734B0 1

3 PRIMECLUSTER/CB　SV　Kクラス　4.3 B23R6648K 2

4 PRIMECLUSTER/GDS　SV　Kクラス　4.3 B23R6748K 2

5 PRIMECLUSTER/GLS　SV　Kクラス　4.3 B23R6A48K 2

6 PRIMECLUSTER W-Oracle メディア　4.3 B23R6G4B0 1

7 PRIMECLUSTER W-Oracle SVL 4.3 B23R6F481 2

8
Oracle DB 12C Release1（12.1．0.2）
Media Pack for Oracle Solaris on SPARC（64-bit）

B23S07CB0 1

9
UNIX版
Oracle DB Standard Edition2 1Processor License
（一年間24時間サポート付）

D23S0A181 1

10
UNIX版
'Systemwalker C-MG-A 監視 EE PL 15　SDK 1年24Hバンドル
イベント監視エージェント用

D23RYQG81 2

11 Systemwalker C-MG EE メディア 15 B23R7YFB0 1

12 PC－X 1クライアントライセンス基本 D23QRM1H1 1

13 NetWorker（R）Workgroup Edition 8.2 D23RG6A81 1

14 NetWorker(R) Media Kit 8.2 B23R5JAB0 1
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15

監視サーバ
＋ESXi監視

Windows版
'Ｓｙｓｔｅｍｗａｌｋｅｒ　Ｃ－ＭＧ－Ｍ　ＥＥ　ＰＬ　SDK24バンドル　１５

B5140G1LS 2

16 Systemwalker C-MG EE メディア（64）15 B5141LPJC 1

17
Windows版
Ｉｎｔｅｒｓｔａｇｅ／ＣＨ－ＭＧ　ＳＥ　ＰＬ　SDK24バンドル　９

B5140DMAS 2

18 Interstage/CH-MG SE メディア（64）9 B5142AJ9C 1

19
WWW＋
DNS/メー
ル/管理

ServerProtect for Linux 新規パッケージ E515CS47C 17

20
Linux版
Ｓｙｓｔｅｍｗａｌｋｅｒ　Ｃ－ＭＧ－Ａ　監視　ＳＥ　ＰＬ  SDK24付　１５

B5161DH81 4

21 Systemwalker C-MG SE メディア（64）15 B5164YHB0 1

22

パーフェクト
サーバ

Server Protection for Windows 新規パッケージ E514C507C 1

23 Server　Protection　for　Windows　更新パッケージ E514C50QK 1

24
Windows版
Ｓｙｓｔｅｍｗａｌｋｅｒ　Ｃ－ＭＧ－Ａ　監視　ＳＥ　ＰＬ  SDK24付　１５

B5161DH81 1

25 EDI-Master B2B for BANK TCP/IP-Client - 1

26

PC

Trend ウイルスバスターCorp．CL 追加 5-24 E514550LKA 1

27 Trend ウイルスバスターCorp．CL 更新 5-24 E514550LTA 39

28 Ｓｙｓｔｅｍｗａｌｋｅｒ　Ｃ－ＭＧ　２０ＣＬ SDK24付　１５' B5140GCLS 1

29 ＭＳ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　Ｐｌｕｓ２０１６　ＯＰＥＮ－Ｂ E51451EABS 2

30 DeepSecurity Virtual Appliance ウイルス対策　新規　Aランク E51455CMCA 9

31 DeepSecurity Virtual Appliance ウイルス対策　更新　Aランク E51455CMTA 36

36

vCenter
サーバ

Arcserve UDP V6 Advanced Edition
（formerly Arcserve D2D）－Socket－Japanese

B5142CM8C 9

38
Arcserve Backup r17 for Windows Base with
Disaster Recovery Option－Japanese

B5142B28C 1

33 Server　Protection　for　Windows　更新パッケージ E514C50QK 1

34
Windows版
Ｓｙｓｔｅｍｗａｌｋｅｒ　Ｃ－ＭＧ－Ａ　監視　ＳＥ　ＰＬ  SDK24付　１５

B5140H8LS 2

36 DatacloningWizard for Server ﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｯｸ V6.0 B5142NQ1C 1

37 DatacloningWizard for Server ｻｰﾊﾞﾗｲｾﾝｽ V6.0 B5142NP1B 5

開発環境用(DC設置）　ハードウェア一覧
No 用途 品名 型名 数量

1

DBサーバ 

SPARC M10-1本体処理装置 SPMAKCA1EF 1

2 32GBメモリモジュール SPMA2AA1F 1

3 600GB SASディスクドライブ（10,000rpm） SPME3A11F 2

4 電源ケーブル（100V用 NEMA5-15P 3m） SP0X61A03F 2

5 LTO5テープドライブ SE0X9LT2F 1

6 SASケーブル（miniSAS-miniSAS） CBL-SASM03 1

7 スーパーマルチドライブユニット FMV-NSM54 1

8

 ESXi #5*1

PRIMERGY RX2530 M2 ラックベースユニット（2.5インチ×4） PYR2532R2N 1

9 VMware vSphere Hypervisor用 USB Flashモジュール（8GB） PY-UFVM2 1

10 Xeon プロセッサー E5-2620v4 (2.10GHz/8コア/20MB)×1 PYBCP49XC 1

11 メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM×1) PYBME08SC 3

12 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB（10krpm） PYBSH301E3 4

13 SASアレイコントローラカード PYBSR3FA 1

14 RAID 設定サービス(RAID1+0) PYBAS10 1

15 内蔵DVD-ROMユニット PYBDV121 1

16 ポート拡張オプション（1000BASE-T×4） PYBLA304U 1

17 電源ユニット（800W） PYBPU806 2

18 電源ケーブル（AC100V対応/3m） PYBCBP102 2

19 ラックレールキット PYBRRS2 1

20
NW

IPCOM EX1100 SC IX11SC20 1

21 ラックマウントキット IX119RM1 1
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(5)受付ソフトウェアの機能追加等の改修 

 アウトソーシングサービス契約期間中に、受付ソフトウェアの機能追加等の改修が必要と

なったときは、改修を行える体制を請負者が有すること。 

 なお、アウトソーシングサービス契約期間中の機能追加等の改修に係る費用は、本調達に

おける契約金額には含まない。 

(6)クレジットカード決済 

 DGフィナンシャルテクノロジー社の決済システムを利用すること（IPAが契約済）。 

(7)コンビニ決済 

 SMBCファイナンスサービス社の決済システムを利用すること（IPAが契約済）。 

(8)ペイジー決済 

 SMBCファイナンスサービス社の決済システムを利用すること（IPAが契約済）。 

 (9)負荷テスト 

 稼働環境構築期間中に受付システムの負荷テストを行い、「ⅲ．要求仕様 １．アウトソー

シングサービス １．２．サービス仕様」に記載されている内容が満たされていることを確

認すること。 

 (10)本アウトソーシングサービスでの使用機器 

機器は受付システム専用とすること。 

 

開発環境用(DC設置）　ソフトウェア一覧

ハードウェア一覧(IPA事務所設置）

ソフトウェア一覧(IPA事務所設置）

ハードウェア一覧（請負者事務所設置）

ソフトウェア一覧（請負者事務所設置）

No 用途 品名 型名 数量

1
監視PC

ウイルスバスターCorp. Client　新規　5-24 E514550LKA 1

2 ウイルスバスターCorp. Client　更新　5-24 E514550LTA 4

No 用途 品名 型名 数量

1 ﾘﾓｰﾄﾒﾝﾃ
兼開発用
PC

ウイルスバスターCorp. Client　新規　5-24 E514550LKA 1

2 ウイルスバスターCorp. Client　更新　5-24 E514550LTA 4

3 ＭＳ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　２０１６　ＯＰＥＮ－ＢＮＳ E51451EDBS 2

No 用途 品名 型名 数量

1
DBサーバ
（開発）

UNIX版
Oracle DB Standard Edition2 1Processor License
（一年間24時間サポート付）

D23S0A181 1

2

WWW
サーバ
（開発）

'ServerProtect for Linux 新規パッケージ E515CS47C 1

3
Linux版
Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.2) Media Pack
for Linux x86-64

B515ZUEB0 1

4
Linux版
Oracle　Programmer　（一年間24時間サポート付）

B5142MG1S 1

5 'MS Windows10 Pro Upgrade OPEN－BNS E514515UBV 2

6 'MS Office Standarf 2016 OPEN-BNS E51451EDBS 1

4 NW Si-R G100 プレインストールモデルV2 SIG100V2 2

3

3 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 FMCBAY03X 3

1
リモート
メンテPC

LIFEBOOK A574／M FMVA1000B 3

2 メモリ変更2GB→8GB（4GBx2/DDR3L SDRAM） FMCMEM051

5 SH1516ATD SH1516ATD 2

No 用途 品名 型名 数量

内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 FMCBAY03X 2

4

NW

Si-R130B V4プレインストールモデル SIR130BV4 2

1

管理用PC

LIFEBOOK A574／M FMVA1000B 2

2 メモリ変更2GB→8GB（4GBx2/DDR3L SDRAM） FMCMEM051 2

3

No 用途 品名 型名 数量
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１．２．サービス仕様 

(1)用語の定義 

 試験受付１回あたりの稼働期間について各フェーズを設定し、次の用語により定義する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)アプリケーションサービス 

①動作要件 

 次の OS 及びブラウザを利用して受付システム利用者（申込者）が受付システムを利用

でき、IPA管理者が管理者機能を利用できること。 

ア) OS 

 Microsoft Windows OSであり、Microsoftのサポート期間中のバージョン 

イ) ブラウザ 

 一般的に使用されているブラウザのサポート期間中のバージョンまたは Microsoft 

Internet Explorerのサポート期間中のバージョン 

②業務要件 

ア) 利用可能時間 

 受付期間（年 2回、各回4週間程度）は、土日祝日を含め、24時間利用可能とする。 

 ただし、緊急事態発生時には、IPA と協議の上、サービスの利用を中断することも可

とする。 

イ) アクセス件数 

 30,000件／日、3,000件／時、100件／分1のアクセスに対して、サービス続行可能な

システム基盤（WWW サーバや DB（ディスク容量））を用意すること。ただし、上記アク

セス件数を超えたアクセスが発生した場合でも、システムが停止することなく、上記ア

クセス件数までは正常に処理できること。 

 なお、上記アクセス件数は最低限必要な性能値であり、システム基盤を構築する際に

は性能に余裕のある機器を選択することが望ましい。 

ウ) 同時接続可能端末数 

 受付システム利用者（申込者）の同時接続可能端末数は上記アクセス件数を処理でき

る数とし、IPA 管理端末からは 1 接続、クレジットカード決済連携でのカード会社への

同時接続数は 12多重とする。 

エ) 最大応募者数 

 1回の試験受付で 200,000人まで申込み可能とする。 

オ) レスポンスタイム 

 100件／分のアクセス時に、次の平均レスポンスタイムを満たすこと。 

願書入力・更新系画面：6秒以下 

クレジット決済画面：8秒以下 

 
1
 件／分は、1分当たり新規にアクセス可能な件数。 

稼
働
準
備
開
始
日 

受
付
開
始
日 

受
付
終
了
日 

稼
働
終
了
日 

システム稼働準備期間約 40日 受付期間約 30日 

稼働期間 

システム稼働期間 

システム稼働終了作業期約 30日
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コンビニ決済画面：8秒以下 

ペイジー決済画面：8秒以下 

その他画面：3秒以下 

 平均レスポンスタイムは、100 件／分のアクセス時に測定したときの平均処理時間と

する。 

 決済処理業者側のシステムが正常稼働時とする。 

カ) 機器障害時のサービス継続 

 機器に障害が発生したときにも、受付システム利用者に対してサービスを提供し続け

ることができるように、機器の冗長構成などの対策を取ること。 

③運用要件 

ア) IDCサービス 

 受電ルートの冗長化、UPS 設備、非常用発電機、備蓄用燃料タンクの設置等により、

停電によるサービス停止を防ぐための対策、地震・漏電・火災・雷・浸水によるサービ

ス停止を防ぐための対策が取られていること。 

イ) 運用テストの実施 

 システム稼働準備期間中に請負者による運用テストを行い、システムが確実に稼働す

ることを毎期確認すること。なお、運用テスト時に発生した不具合はシステム稼働準備

期間中に修正すること。 

ウ) 受付ソフトウェアのメンテナンス 

 メンテナンスはシステム稼働準備期間中に実施すること。ただし、緊急事態発生時に

は、IPAと協議の上、システム稼働期間中のメンテナンスも可とする。 

エ）スケジュール管理 

 稼働準備開始日から稼働終了日までの詳細スケジュールを作成し、工程管理を行うこ

と。 

オ) 日次運用報告書 

 受付期間中に日々作成し、IPA に提出すること。なお、詳細内容については、協議の

上定める。 

内容例 

・願書データ作成件数確認 

・クレジット決済件数確認 

・コンビニ決済件数確認 

・ペイジー決済件数確認 

・バッチ動作ログ確認 

・脆弱性情報の確認など 

カ) 定例会の開催 

 原則として次のタイミングで定例会を開催し、進捗状況等の確認を行うこと。 

システム稼働準備期間：週に１回 

キ) 稼働報告書 

 システム稼働期間終了時に作成し、IPA に提出すること。なお、詳細内容については、

協議の上定める。 

内容例 

・システム利用状況 

申込状況（日別、時間別、分別（開始後 1h、終了前 1h）、都道府県別、決済別など）、

レスポンス時間、CGI アクセス状況（日別、時間別、分別（開始後 1h、終了前 1h）、

ブラウザ別、OS別など）など 
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・システム稼働状況 

サーバ別稼働状況、インターネット・トラフィック状況 

・セキュリティ状況 

ファイアウォール稼働状況、ウイルスウォール稼働状況、IDS 稼働状況、コンテンツ

改竄確認結果など 

・不正アクセス監視結果 

不正アクセスの発生状況（分類別状況）、傾向及び対策内容 

ク) ログ取得 

 次のログを採取し 2 年間保存すること。IPA からログ情報の請求があったときは提供

すること。また、IPA から特定のアクセスログ検索等の依頼があったときは、これに対

応すること。 

採取対象ログ 

・WWWサーバ：OSの syslog、WWWのアクセスログ、sqlnetログ 

・DNSサーバ：OSの syslog 

・メールサーバ：OSの syslog、メールログ 

・DBサーバ：OSの syslog、DBのアラートログ、監査ログ 

・管理 WWWサーバ：OSの syslog、WWWのアクセスログ 

・FW/VW機器：syslog、アクセスログ 

・バッチ実施ログ 

ケ) オペレーション 

 次の作業を実施すること。 

・定期作業 

 画面、メール文言等に対して、期毎に修正が必要な文言等の修正を行う。 

 認定講座開設者データ及び午前免除者データをシステム稼働準備期間及び受付期

間に受付システムへ登録する。 

 稼働期間終了後に、応募者情報及び決済情報に関する DB テーブルを CSV 形式で出

力し、IPAへ提供する。 

・不定期作業 

 各種決済において支払方法が変更となったときに、支払方法のガイダンス画面を

修正する。 

 各種決済においてメンテナンス案内等を画面に反映する。反映タイミングについ

ては IPAと協議することとする。 

 IPAからの依頼により、次の作業を行う。 

 クレジット決済の申し込み取り消し処理（クレジットカード決済業者への取次ぎ

も含む）を行う。 

 DB保存データの抽出等の軽微な作業を行う。 

 アンケート項目の内容変更、項目追加を行う。 

 画面の文言等の軽微な修正を行う。 

コ) 機器及びネットワークの監視 

 サーバ及びネットワーク機器の死活監視及び CPU負荷等の機器の安定稼働に必要な情

報の監視を行うこと。 

サ) 障害通報 

 監視システムにて異常メッセージ検知後、「インターネット経由で受付システムの該

当する画面の操作を行った結果、操作不可能」なときは、10 分以内に IPA へ通報する

こと。願書受付に支障が無いケースについては 30分以内に通報すること。 
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シ) トラフィック監視 

 IDCプラットフォームのトラフィックを測定すること。 

ス) バックアップ 

 下記の方式でデータのバックアップ及び保管を行うこと。 

・バックアップ間隔：4回／日 

・媒体：テープ媒体またはディスクストレージ 

・世代管理：7世代 

・保管方式：テープ媒体の場合は IDC内の入退室管理機能のある保管場所とする。 

・保管期間：2年間 

 システムバックアップはシステム稼働準備期間に採取を行い、2世代保管すること。 

 不良となった媒体、使用済媒体については、データを読取不能な状態に消去した後に

廃棄すること。廃棄の際には、データ消去・廃棄の証明を IPAへ提出すること。 

セ) 通信の解析 

 IDSのログからアクセス状況を解析し報告すること。 

ソ) 保守時の対応 

 システムの保守作業は原則として IPAの承認の下で行うこと。ただし、受付システム

の稼働に影響があり、緊急性の高い障害発生時は除く。 

(3)セキュリティサービス 

①サービス仕様 

ア) 利用者 PCとの接続 

 SSL（256 ビット以上）による暗号化された接続を用いること。なお、サーバ証明書

は IPAから提供する。 

イ) ログインアカウント処理方式（IPAとの接続） 

 試験システムへの願書データの受渡し及び IPA管理端末の接続については、インター

ネット VPN方式とし、インターネット VPNでは ID／パスワード方式とすること。 

ウ) 利用権限付与の方式（利用者との接続） 

 受付システム利用者からの接続は、IPA ホームページ上のガイダンスに同意した場合

に限りアクセス可能とすること。 

エ) セキュリティホール対策 

 OS、ミドルウェア、ネットワーク機器については、各ベンダより提供された更新情報

に基づき、IPA と協議の上セキュリティパッチ等の適用を行うこと。ただし、受付開始

日より 4週間前（春期開催分は 5週間前）までの状況を元に適用の可否を判定し、シス

テム稼働準備期間に適用を実施すること。 

 なお、受付期間に緊急度の高いセキュリティ情報が発表されたときは、適宜 IPAと協

議の上、対策を実施すること。 

オ) ウイルス対策 

 受付システムに対して最適なコンピュータウイルス対策を実施すること。 

 送受信されるすべての非暗号化ファイルについてチェックを行うこと。 

 システム稼働準備期間及び受付期間は、最新の検索エンジン及びウイルス定義ファイ

ルを適用すること。 

 ウイルスウォール等のログを採取し、ウイルスの発生状況をモニタリングすること。 

カ) ファイアウォール 

 原則として、外部からのアクセスは HTTPSのみ通過させ、外部へのアクセスは必要最

小限のプロトコルを通過させるようにすること。 

 適切なポリシー設定を行い、すべての通過パケットをチェックすること。 
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 通信記録をログとして採取し、アクセス状況を解析可能とすること。 

キ) 不正侵入検知 

 IDS によるネットワーク侵入検知を実施し、不正な侵入を阻止すること。受付期間は

24時間対応とする。 

ク) データ改竄対策 

 使用ソフトウェアのメンテナンスをシステム稼働準備期間に行い、脆弱性が発見され

たときは、パッチ適用、バージョンアップ等の対応を行うこと。 

 不要なプロセスの停止を行うこと。 

 ネットワークスキャンを実施し、不要ポートの閉塞確認を行うこと。 

 データのアクセス権設定を適切に行うこと。 

 アプリケーション（プログラム、コンテンツ）の書き込み権限を削除すること。 

 稼働直前のコンテンツと稼働以後のコンテンツを比較し、改竄の有無を確認すること。 

ケ) Webコンテンツ等の脆弱性予防対策 

 受付ソフトウェア及び OS 等での潜在的な脆弱性に対し、Web アプリケーションファ

イアウォールを用いて予防対策を行うこと。 

コ) DoS対策 

 DoS（Denial of Service）による攻撃時の対策を策定すること。 

サ) プラットフォーム診断に伴うファイアウォール定義変更 

 IPA が年 2 回（通常 6 月、12 月を予定）、外部業者に委託して実施するプラットフォ

ーム診断の前後において、診断元環境からのアクセスを許可、並びに許可解除するよう、

ファイアウォール定義を設定変更すること。 

(4)ネットワークサービス 

①業務要件 

 インターネット接続は、受付期間中は24時間停止することなく利用でき、「ⅲ．要求仕

様 １．アウトソーシングサービス １．２．サービス仕様 (2)アプリケーションサービ

ス」の業務要件の実現を可能とする性能を有すること。 

②サービス仕様 

ア) インターネット VPN接続 

 試験システムへの願書データの受渡し及び IPA管理端末からの接続用として、インタ

ーネット VPN接続を行うこと。 

 認証アルゴリズム SHA-2、暗号アルゴリズム AES256ビットとする。 

イ) バックアップ回線 

 上記インターネット VPN接続のバックアップ回線を設定すること。 

(5)機器提供及びデータセンター 

①機器提供要件 

ア) ハードウェア提供 

 受付システムを稼働させるためのハードウェア機器を提供すること。 

 IPA管理端末用PC1セット（モニタの解像度は1280×1024ドット以上）及びバックア

ップ回線用の機器を提供すること。 

イ) OS・ミドルウェア提供 

 受付システムを稼働、管理するための OS、ミドルウェアを提供すること。 

②データセンター要件 

ア) ファシリティ要件 

 「ⅲ．要求仕様 １．アウトソーシングサービス １．２．サービス仕様 (2)③運用要

件 ア) IDCのサービス」を満たす施設で運用すること。 
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イ) セキュリティ要件 

 本人確認による入退管理を行っており、二段階以上の入退管理が行われていること。

出入口、サーバ室内等は監視カメラによる監視が行われていること。ラックは施錠可能

であること。 

(6)IPA側機器の設定 

①IPA側ネットワーク機器への VPN設定 

 IDC－IPA 間接続用のインターネット VPN に関しては、請負者が提供するネットワーク

機器に VPN 設定を行い、IDC－IPA 間の接続を可能とすること。また、バックアップ用回

線についても設定を行うこと。 

②IPA管理端末の設定 

 受付システムの管理者機能が使用できるように設定を行うこと。 

 IDC 設置のサーバ及びネットワーク機器の死活確認ができるように、ユーティリティソ

フトの設定を行うこと。 

 

１．３．サービスレベル記述書 

 上記サービス仕様を満たすサービスレベル記述書を定めること。記述内容の詳細は、協議の上

決定する。 

 

ⅳ．実施体制 

１．業務執行体制 

(1)請負者は、以下①、②の条件を満たすこと。 

①データの機密性・完全性が求められるインターネットによる受付業務を行うシステムのア

ウトソーシングサービスを 3年以上請け負った実績があること。 

②年間利用者数 20万人以上のシステムを運用した実績があること。 

(2)プロジェクト管理者として、以下①から③すべての条件を満たす者を配置すること。 

 なお、作業開始以降、疾病負傷等によりプロジェクト管理者が本業務を執行できない状況

が発生した場合は、IPA と協議の上、同等の資格および経験等を保有する要員を配置すること。 

①次に掲げるいずれかの業務の経験を有すること。 

 ・国家試験の受付システム開発プロジェクトに参加経験があり、チーム（サブシステム開

発単位）リーダ以上の職責を務めた者。 

 ・国家試験の受付システム運用支援の経験を有し、チームリーダ以上の職責を務めた者。 

②EVM（Earned Value Management）及び PMBOK（the Project Management Body Of Knowledge）

によるプロジェクト管理の実績を有すること。 

③次に掲げるいずれかの資格等を取得後 2年以上の実務経験を有すること。 

 ・情報処理技術者試験 プロジェクトマネージャ試験（PM）の合格者 

 ・「技術士」の称号を与えられた者（ただし、技術部門が「情報工学部門」を選択した者に

限る） 

 ・上記のいずれかの試験合格者または資格保有者等と同様の能力を有することが、経歴等

において明らかな者（その根拠を明確に示し、IPAの承認を得ること） 

(3)情報セキュリティ管理者として、以下①、②の条件をともに満たす者を配置すること。プロ

ジェクト管理者とは兼任しないことが望ましい。 

①情報セキュリティに関する企画、実施、運用及び分析の段階で、物理的観点、人的観点及

び技術的観点から、情報セキュリティを保つための施策を計画及び実施し、その結果に関

する評価を行った実績を有すること。 

②以下のいずれかに該当すること。 
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 ・情報処理安全確保支援士の資格を有する者 

 ・上記と同等の能力を有することが、経歴等において明らかな者（その根拠を明確に示し、

IPAの承認を得ること） 

(4)作業要員を登録・変更する場合は、当該要員の氏名、役割、能力及び経歴、その他必要な事

項を書面で IPA に報告し、事前に了承を得ること。なお、作業要員交代の際には十分な引継

ぎを行い、業務に支障を来さないようにすること。 

 

２．配置予定技術者の保有資格 

 作業要員として、プロジェクト管理者、情報セキュリティ管理者のほかに、以下(1)から(3)す

べての条件を満たす者を、要員数の半分以上を目処に適宜配し、作業を円滑に遂行すること。 

(1)情報処理技術者試験制度・試験事務の流れを十分理解していること。  

(2)受付システムを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークに関する知識並びに

システム管理に必要な技術（システム構築、設定変更作業等）を有すること。 

(3)次に掲げる情報処理技術者試験のいずれかの試験区分の合格者、または情報処理安全確保支

援士の資格を有する者であること。 

・高度試験（IT ストラテジスト試験、プロジェクトマネージャ試験、システムアーキテクト

試験、ネットワークスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、エンベデッ

ドシステムスペシャリスト試験、ITサービスマネージャ試験、システム監査技術者試験） 

・応用情報技術者試験 

 

３．セキュリティ要件 

請負者は本業務の遂行で知りえた情報のうち、公知の事実（アクセス制限の無い HPに公

開されている等、任意の情報への到達が容易な事実）を除く全ての情報を機密情報として扱

うものとし、その取扱いについて、以下を遵守すること。 

（1） 本業務のために IPAから提供される情報については、本業務の目的以外に利用しないこと。

なお、本項の規程は本業務が完了し、または本契約が解除その他の理由により終了した後で

あっても、その効力を有するものとする。 

（2） 本業務における作業の一切（IPAより開示された資料や情報を含む）について、秘密の保持

に留意し、漏えい防止の責任を負うこと。 

（3） 情報セキュリティを確保する為の体制及び機密情報の責任者を定め、その内容を書面にて 

IPA に提出すること。 

（4） 本業務の遂行において情報セキュリティが侵害され、またはそのおそれがある場合には、速

やかに必要な措置を講じるとともに、IPAに報告すること。また、IPAの指示があったとき

には、その指示に従うものとする。 

（5） IPAから情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を

報告すること。また、IPAは、必要があると認められるときは、情報セキュリティ対策の実

施状況を確認する為の調査をする場合がある。 

（6） IPAとの秘密情報の受け渡しは、安全管理措置が講じられた方法を採用すること。また、本

業務完了または契約解除等により、IPAが提供した紙媒体及び電子媒体（これらの複製を含

む）が不要になった場合には、速やかに IPAに返却または破砕、溶解及び焼却等の方法によ

り情報を復元困難かつ判読不能な方法で破棄若しくは消去し IPAに報告すること。ただし、

IPAが別段の指示をしたときは、その指示に従うものとする。 

（7） IPAが貸出した資料等については、十分な注意を払い、紛失または滅失しないよう万全の措

置を取ること。 

（8） 本業務に従事するものを限定し、情報取扱者名簿を IPA に提出すること。また、請負者の資
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本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務のすべての従事者の所属、専門性（情報セ

キュリティに係る資格・研修実績等）、実績及び国籍に関する情報を IPAに提供すること。

なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を IPAに再提

供すること。 

（9） 本業務に関わるインシデントが発生した場合の対処方法について、事前に IPAと協議し決定

すること。また、インシデント発生時は、決定した対処方法に基づく対応を行うこと。 

（10） 本業務の遂行において、IPAが意図しない変更がシステムに対して行われないことを保証す

る管理体制を整備すること。 

（11） 再委託を行う場合、再委託することにより生じる脅威に対して情報セキュリティが十分に

確保されるように再委託先に担保させ、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認

すること。 

（12） 作業環境及び作業工程において、セキュリティを維持するための手順及び環境を定めるこ

と。 

（13） Web アプリケーションの構築/運用/保守に際しては、「安全なウェブサイトの作り方」

（https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html）に記載されている脆弱性への

対策・対処を行うこと。 

（14） TLS（SSL）通信を行う情報システムの構築/運用/保守に際しては、「SSL/TLS 暗号設定ガイ

ドライン」（https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html）に基づく設

定・管理を行うこと。 

（15） 暗号化機能・電子署名機能を使用する情報システムの構築/運用/保守に際しては、「電子政

府推奨暗号リスト」（https://www.cryptrec.go.jp/list.html）に基づくアルゴリズム及び

プロトコルを使用すること。 

（16） 情報システムのライフサイクルを念頭においた脆弱性対策を行うこと。 

（17） 上記(1)～(16)の要件を達成できなくなった場合、またはそうした状態になることが予見さ

れた場合は、必要となる改善策を提案し、IPAと協議の上実施すること。 

 

４．情報管理体制 

(1) 本件業務の過程で収集・作成する情報は、本事業の目的の他に利用しないこと。但し、本件

業務の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。 

(2) 本件業務の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものについて

は、それが第三者に漏えいしないよう、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報

セキュリティ対策を施すこと。 

(3) 本件の請負者は本件で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対

し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面（情報管理体制図）」及び「情報

取扱者名簿」（氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの）を契約前に提

出し、担当部門の同意を得ること。（住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出す

ることを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出する

こと。）なお、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を

掲載すること。 

 なお、IPAとの契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法

的に保障されない者を情報取扱者としてはならない。 
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（確保すべき履行体制） 

契約を履行する一環として本件の請負者が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保

護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされな

いことを保証する履行体制を有していること。 

IPAが個別に承認した場合を除き、本件の請負者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・

ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の本件の請負者方に対して指導、監

督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の本件の請負者以外の者に対して伝達又は漏

えいされないことを保証する履行体制を有していること。 

※情報管理体制図に記載すべき事項は、下記のとおり。 

・本業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。（再委託先も含む。） 

・本業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 

・ IPAとの契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法

的に保障されない者を記載してはならない。 

 

情報取扱者名簿（例）

(しめい)
氏名

個人
住所

生年
月日

所属
部署

役職
パスポート
番号及び国
籍（※４）

情報管理責任者（※１） Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

再委託先 Ｆ

情報取扱管理者（※２）

業務従事者（※３）
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※1 請負者として情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。 

※2 本業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、業務の進捗

状況等管理を行うなど、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

※3 本業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

※4 日本国籍を有する者、及び法務大臣から永住の許可を受けた者（入管特例法の「特

別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。 

※5 個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、そ

の場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。 

 （4）本件で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならない

ものとする。ただし、IPAの承認を得た場合は、この限りではない。 

（5）（3）の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更が

ある場合は、予めIPAへ届出を行い、同意を得なければならない。 

（6）本件業務に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合には、本件業務のIPA担当者

に、速やかに連絡すること。また、業務実施に支障をきたさないよう対策を準備し、対策内

容を事前に書面にて説明すること。 

（7）本件業務の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものについ

ての受け渡しは、直接、IPA担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の

保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。 

（8）本件業務の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが別途秘密情報であると指定するものに

ついては、本件業務終了後、IPAとの間で合意した安全な方法により廃棄抹消し、その事実を

（3）に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報告すること。 

（9）情報セキュリティ対策の履行状況について、IPAが必要と判断し説明を求めた場合には、随

時書面にて説明すること。 

（10）本件業務の過程で情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合は、対処につ

いてIPAと速やかに協議し、必要な対策を行うこと。 

（11）本件業務の一部を別の事業者に再委託する場合は、再委託先において生ずる情報セキュリ

ティ上の脅威に対して情報セキュリティを十分確保し、再委託先の情報セキュリティ対策

の実施状況を確認すること。 

（12）本件業務の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものを保

管する際やIPAとの間で秘密情報の受け渡しをする際にクラウドサービスを利用する場合は

「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン」に記載さ

れている情報セキュリティ対策を行うこと。 

（13）IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い（返却・削除等）については、担当

職員の指示に従うこと。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保
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管すること。 

 

ⅴ．納品物 

１．アウトソーシングサービス 

(1)受付システムの稼働環境構築終了後に次の①、②に示す設計書等を納品すること。OS のバー

ジョンアップ、機能追加による改修、またはセキュリティ対策によって、既存文書に変更が

生じた場合については、次の①に示す設計書等を納品すること。 

①設計書 

サービスレベル記述書 

システム環境設計書 

ハードウェア、ソフトウェア一覧表 

セキュリティ設計書 

業務運用設計書 

IDC運用手順書 

②稼働テスト、負荷テスト 

テスト仕様書 

テスト報告書 

(2)受付システムのアウトソーシングサービス契約期間を通じて、次の報告書等を提出すること。 

①日次運用報告書（受付期間中毎日） 

②スケジュール表、進捗状況管理表、課題管理表等（定例会時等） 

③稼働報告書（稼働期間終了後） 

 

ⅵ．検収要件 

１．アウトソーシングサービス 

(1)受付システムの稼働環境構築時 

 仕様書に示す納品物及び要件が満たされていること。 

(2)受付システムのアウトソーシングサービス運用時 

 受付期間中、定められた内容で日次運用報告書が提出されており、日々の運用が確実に行

われていることが確認できること。また、稼働期間終了後、定められた内容で稼働報告書が

提出されており、サービスレベルの達成状況が確認できること。 
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Ⅳ．その他関連資料 

 

【資料１】 

 

独立行政法人情報処理推進機構入札心得 

 

（趣 旨） 

第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構（以下「機構」という。）の契約に係る一般競争又は指名競

争（以下「競争」という。）を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない

事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものと

する。 

 

（仕様書等） 

第 2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 

2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 

3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 

 

（入札保証金及び契約保証金） 

第 3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 

 

（入札の方法） 

第 4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 

 

（入札書の記載） 

第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額

を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

 

（直接入札） 

第 6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定

された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別

に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を

提出しなければならない。 

2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 

 

（郵便等入札） 

第 7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏

名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あ

て書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類

を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 

2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 

 

（代理人の制限） 
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第 8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 

2 入札者は、予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号、以下「予決令」という。）第 71条第 1

項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とする

ことができない。 

 

（条件付きの入札） 

第 9条  予決令第 72条第 1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参

加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されること

を条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札

日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったと

きは、当該入札書は落札の対象としない。 

 

（入札の取り止め等） 

第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができ

ないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取

り止めることがある。 

 

（入札の無効） 

第 11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札 

(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札 

(3) 委任状を持参しない代理人による入札 

(4) 記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることがで

きる。）を欠く入札 

(5) 金額を訂正した入札 

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

(7) 明らかに連合によると認められる入札 

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2者以上の代理をした者の入札 

(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約

担当職員等の審査の結果採用されなかった入札 

(10) 入札書受領期限までに到着しない入札 

(11) 暴力団排除に関する誓約事項（別記）について、虚偽が認められた入札 

(12) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

（開 札） 

第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人

が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 

 

（調査基準価格、低入札価格調査制度） 

第 13条 工事その他の請負契約（予定価格が 1千万円を超えるものに限る。）について機構会計規程

細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者に

より当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準

は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額（以下「調査基準価格」という。）に満

たない場合とする。 
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(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3分の 2から 10分の 8.5の範囲で

契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額 

(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が 10分の 6を予定価格に乗じて得た額 

2 調査基準価格に満たない価格をもって入札（以下「低入札」という。）した者は、事後の資料提出

及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等（以下「低入札価格調査」

という。）に協力しなければならない。 

3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方

公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 

 

（落札者の決定） 

第 14条 一般競争入札最低価格落札方式（以下「最低価格落札方式」という。）にあっては、有効な

入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とす

る。また、一般競争入札総合評価落札方式（以下「総合評価落札方式」という。）にあっては、契

約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その

入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付

の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値（以下「総合評価点」という。）が最も

高かった者を落札者とする。 

2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 

3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある

と認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ

があって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 

(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低

の価格をもって入札した者 

(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合

評価点が最も高かった者 

 

（再度入札） 

第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したもの

とみなす。 

2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければ

ならない。 

 

（同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定） 

第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当

該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定

する。 

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって

入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

 

（契約書の提出） 

第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印（外国人又は外国法人が落札

者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。）し、落札決定

の日から 5日以内（期終了の日が行政機関の休日に関する法律（昭和 63年法律第 91号）第 1条に
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規定する日に当たるときはこれを算入しない。）に契約担当職員等に提出しなければならない。た

だし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 

 

（入札書に使用する言語及び通貨） 

第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に

限る。 

 

（落札決定の取消し） 

第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないこと

が判明したときは、落札決定を取消すことができる。 

以上 
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（別記） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記の「契約の相手方として不適当

な者」のいずれにも該当しません。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、

異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

1.  契約の相手方として不適当な者 

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であると

き又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営

業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その

他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第 2 条第 6 号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係

を有しているとき 

 

 

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 
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【資料２】 

 

予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】 

 

（一般競争に参加させることができない者） 

第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競

争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号の

いずれかに該当する者を参加させることができない。  

一 当該契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一

項各号に掲げる者  

 

（一般競争に参加させないことができる者）  

第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認め

られるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。そ

の者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。  

一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をしたとき。 

二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合し

たとき。 

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事

実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の

締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させ

ないことができる。 
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（様式１） 

 

質問書枚数   枚中／  枚

目 

 

年  月  日 

 

質    問    書 

 

独立行政法人情報処理推進機構 御中 

（担当部署：IT人材育成センター国家資格・試験部管理グループ） 

 

会 社 名： 

担当部署 ： 

担当者名 ： 

電  話 ： 

ファックス： 

電子メール： 

 

「インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービス」（2021年 5月 7日付公告）に関

する質問書を提出します。 

 

資 料 名  

ペ ー ジ  

項 目 名  

質問内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 質問書（様式）には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び

項目名を記載すること。 

(2) 質問は、本様式 1 枚につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 

(3) 質問者自身の既得情報（特殊な技術、ノウハウ等）、個人情報に関する内容については、質問

書に公表しない旨を記入すること。 

(4) 質問者の企業名等は公表しない。 
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（様式２） 
 

  年  月  日 

 

 

独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿 

 

  

所 在 地 

  

  商号又は名称 

 

 代表者氏名                  印 

（又は代理人） 

 

 

 

 

委 任 状 

 

 

 

私は、下記の者を代理人と定め、「インターネット願書受付システムのアウトソーシ

ングサービス」の入札に関する一切の権限を委任します。 

 

 

 

   代 理 人(又は復代理人) 

 

所 在 地 

 

所属・役職名 

 

氏   名 

 

 

       使 用 印 鑑 
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（様式３） 
 

  年  月  日 

 

 

独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿 

 

 

所 在 地 

 

商号又は名称 

 

代表者氏名                 印 

 

（又は代理人、復代理人氏名） 

        印 

 

                  

入 札 書 

 

 

 

入札金額  ￥               

     （※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること） 

 

件名「インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービス」 

 

 

 

 

契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 
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（様式４） 

適 合 証 明 書 

 

 

  年  月  日 

 

 

独立行政法人情報処理推進機構 

  理事長 富田 達夫 殿 

 

 

所 在 地 

会 社 名 

代表者氏名                   印 

 

 

「インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービス」（2021年 5月 7日付公告）の入

札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。

また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明しま

す。 

なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生

じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本件に関する問い合わせ先） 

担当部署 ： 

担当者名 ： 

電  話 ： 

ファックス： 

電子メール： 
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（別紙） 

 

適合証明書詳細一覧表 

 

 仕様書の要件 詳細内容 適合 

1 インターネットによる受付業務を行うシ

ステムのアウトソーシングサービスを3年

以上請け負った実績があること。 

  

2 年間利用者数 20 万人以上のシステムを運

用した実績があること。 

  

3 情報処理技術者試験制度・試験事務の流

れを十分理解していること。 

  

4 受付ソフトウエアの検証・改修が必要な

ときは、請負者が実施すること。また、

必要に応じて開発元事業者と連携するこ

と。 

  

5 本業務に従事する全ての者において、業

務を遂行する能力があることを証明でき

ること。具体的には、各業務従事者の略

歴（氏名、所属、役職、学歴、職歴、業

務経験、研修実績その他経歴、専門的知

識その他の知見、母語及び外国語能力、

国籍等）を提出し、業務遂行能力を証明

すること。 

 

  

6 情報管理に対する社内規則等（社内規則

がない場合は代わりとなるもの。）を提出

すること。 

  

（注１）適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。 

（注２）詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。記載内容を証明するもの（資格を証する

書面、体制図等）を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。 
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（様式５） 

入札書等受理票（控） 

 

受理番号           

 

件名：「インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービス」に関する提出資料 

 

【入札者記載欄】 

提出年月日：   年  月  日 

 

法 人 名： 

所 在 地： 〒 

担 当 者： 所属・役職名 

 

        氏名 

 

        TEL                          FAX 

          E-Mail 

 

【ＩＰＡ担当者使用欄】 

No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無 

① 委任状（委任する場合） 1通  ② 入札書（封緘） 1通  

③ 
資格審査結果通知書の写

し※ 
1通 

 
④ 適合証明書 1通 

 

⑤ 入札書等受理票 本通 －     

 ※又は登記簿謄本等の原本または写し。 

 
切り取り 

 

  

受理番号         

入札書等受理票 

  年  月  日 

件 名 「インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービス」に関する提出資料 

法人名（入札者が記載）：                         

担当者名（入札者が記載）：                       殿 

 

貴殿から提出された入札書等を受理しました。 

 

独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成センター国家資格・試験部管理グループ 

   担当者名：            ㊞ 
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（様式６） 

年  月  日 

独立行政法人情報処理推進機構 

  理事長 富田 達夫 殿 

 

 

所在地               

商号又は名称               

代表者氏名               

 

 

 

 

データ受領に係る誓約書 

 

2021年 5月 7日公告の入札案件「インターネット願書受付システムのアウトソーシングサービ

ス」への参加にあたり、下記資料の貸与を希望します。 

 つきましては、受領しました資料に関し、以下のことを誓約いたします。 

 

 

１．  提案書作成担当者以外の者への開示、漏えい等を行いません。 

２．  本入札の提案書作成作業にのみ使用し、作業終了後は責任をもって削除いたします。 

 コピーした場合には、破棄いたします。 

 

 

 

記 

 

 

 

「稼働環境ソフトウェアバージョン一覧」一式 

 

 

 

以上 


